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特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に
関
す
る
法
律 

（
平
成
十
三
年
十
一
月
三
十
日
法
律
第
百
三
十
七
号
） 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通
に
よ
っ
て
権
利
の
侵
害
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
、
特
定
電
気

通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
を
請
求
す
る
権
利
に
つ
き
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

特
定
電
気
通
信 

不
特
定
の
者
に
よ
っ
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信
（
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五

十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
送
信

（
公
衆
に
よ
っ
て
直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信
の
送
信
を
除
く
。
）
を
い
う
。 

二 

特
定
電
気
通
信
設
備 

特
定
電
気
通
信
の
用
に
供
さ
れ
る
電
気
通
信
設
備
（
電
気
通
信
事
業
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定

す
る
電
気
通
信
設
備
を
い
う
。
）
を
い
う
。 

三 

特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者 

特
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
他
人
の
通
信
を
媒
介
し
、
そ
の
他
特
定
電
気
通
信
設
備



- ２ - 

を
他
人
の
通
信
の
用
に
供
す
る
者
を
い
う
。 

四 
発
信
者 

特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
用
い
る
特
定
電
気
通
信
設
備
の
記
録
媒
体
（
当
該
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た

情
報
が
不
特
定
の
者
に
送
信
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
情
報
を
記
録
し
、
又
は
当
該
特
定
電
気
通
信
設
備
の
送
信
装
置

（
当
該
送
信
装
置
に
入
力
さ
れ
た
情
報
が
不
特
定
の
者
に
送
信
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
情
報
を
入
力
し
た
者
を
い
う 

（
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
） 

第
三
条 

特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通
に
よ
り
他
人
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
特
定
電
気
通
信
の
用
に
供

さ
れ
る
特
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
関
係
役
務
提
供
者
」
と
い

う
。
）
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
権
利
を
侵
害
し
た
情
報
の
不
特
定
の
者
に
対
す
る
送
信
を
防
止
す

る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
技
術
的
に
可
能
な
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
賠

償
の
責
め
に
任
じ
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
関
係
役
務
提
供
者
が
当
該
権
利
を
侵
害
し
た
情
報
の
発
信
者
で
あ
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

一 

当
該
関
係
役
務
提
供
者
が
当
該
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通
に
よ
っ
て
他
人
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
知
っ
て
い
た
と
き
。 

。 
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二 

当
該
関
係
役
務
提
供
者
が
、
当
該
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通
を
知
っ
て
い
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
特
定
電

気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通
に
よ
っ
て
他
人
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
認
め
る
に
足
り

る
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
き
。 

２ 

特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
は
、
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
送
信
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
当

該
措
置
に
よ
り
送
信
を
防
止
さ
れ
た
情
報
の
発
信
者
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
当
該
措
置
が
当
該
情
報
の
不
特
定
の
者

に
対
す
る
送
信
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
賠
償
の
責
め
に
任
じ
な
い
。 

一 

当
該
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
が
当
該
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通
に
よ
っ
て
他
人
の
権
利
が
不
当
に
侵
害

さ
れ
て
い
る
と
信
じ
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
っ
た
と
き
。 

二 

特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通
に
よ
っ
て
自
己
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
す
る
者
か
ら
、
当
該
権
利
を
侵
害
し
た

と
す
る
情
報
（
以
下
「
侵
害
情
報
」
と
い
う
。
）
、
侵
害
さ
れ
た
と
す
る
権
利
及
び
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
す
る
理
由
（

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
侵
害
情
報
等
」
と
い
う
。
）
を
示
し
て
当
該
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
に
対
し
侵
害
情
報
の

送
信
を
防
止
す
る
措
置
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
送
信
防
止
措
置
」
と
い
う
。
）
を
講
ず
る
よ
う
申
出
が
あ
っ
た
場
合
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に
、
当
該
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
が
、
当
該
侵
害
情
報
の
発
信
者
に
対
し
当
該
侵
害
情
報
等
を
示
し
て
当
該
送
信
防

止
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
同
意
す
る
か
ど
う
か
を
照
会
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
発
信
者
が
当
該
照
会
を
受
け
た
日
か

ら
七
日
を
経
過
し
て
も
当
該
発
信
者
か
ら
当
該
送
信
防
止
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
同
意
し
な
い
旨
の
申
出
が
な
か
っ
た
と

き
。 

（
発
信
者
情
報
の
開
示
請
求
等
） 

第
四
条 

特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通
に
よ
っ
て
自
己
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
と
き
に
限
り
、
当
該
特
定
電
気
通
信
の
用
に
供
さ
れ
る
特
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
特
定
電
気
通
信
役
務
提

供
者
（
以
下
「
開
示
関
係
役
務
提
供
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
開
示
関
係
役
務
提
供
者
が
保
有
す
る
当
該
権
利
の
侵

害
に
係
る
発
信
者
情
報
（
氏
名
、
住
所
そ
の
他
の
侵
害
情
報
の
発
信
者
の
特
定
に
資
す
る
情
報
で
あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め

る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
開
示
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

侵
害
情
報
の
流
通
に
よ
っ
て
当
該
開
示
の
請
求
を
す
る
者
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
。 

二 

当
該
発
信
者
情
報
が
当
該
開
示
の
請
求
を
す
る
者
の
損
害
賠
償
請
求
権
の
行
使
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
場
合
そ
の
他
発

信
者
情
報
の
開
示
を
受
け
る
べ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。 
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２ 

開
示
関
係
役
務
提
供
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
の
請
求
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
開
示
の
請
求
に
係
る
侵
害
情
報

の
発
信
者
と
連
絡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
開
示
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て

当
該
発
信
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
信
者
情
報
の
開
示
を
受
け
た
者
は
、
当
該
発
信
者
情
報
を
み
だ
り
に
用
い
て
、
不
当
に
当
該
発

信
者
の
名
誉
又
は
生
活
の
平
穏
を
害
す
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

４ 

開
示
関
係
役
務
提
供
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
の
請
求
に
応
じ
な
い
こ
と
に
よ
り
当
該
開
示
の
請
求
を
し
た
者

に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
故
意
又
は
重
大
な
過
失
が
あ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
賠
償
の
責
め
に
任
じ
な
い
。
た
だ
し
、

当
該
開
示
関
係
役
務
提
供
者
が
当
該
開
示
の
請
求
に
係
る
侵
害
情
報
の
発
信
者
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


